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 空き家 3000 万は買主取り壊し可へ 
買主取り壊しがついに OK 
今月は 2023 年度税制改正第 1 弾、
空き家の 3000 万控除の改正について
解説します。 

空き家の 3000 万控除で最も特徴的だ
った「売主が引き渡し時までに取り壊さな
ければいけない」という要件が 2024年
以降の譲渡から緩和され、買主が譲り
受けた後、売買の翌年 2月 15日まで
に当該買主が取り壊した場合も適用対
象とすることとされました。この売買の翌
年 2 月 15 日というのは、その翌日から
開始される空き家の 3000万控除を
適用した売主の確定申告の前までには
取り壊しなさい、という趣旨です。決済
後の買主の⾏動を縛ることになりますから
少なくとも契約書の特約等にその旨を明
記しておく必要はあるでしょうが、どう担保
するか制度設計が難しいところだと思いま
す。また、これまでこの特例は通常契約
後引き渡し前に売主が取り壊すことから
引き渡し日基準での申告が大半でした
が、今後は契約日基準での申告も出て
くるかもしれません。 

3、4 ⼈の場合は増税 
問題は売主が契約日基準で申告す
るのであれば契約の翌年 2月 15
日までの取り壊し、となってしまいます
から、契約時にどの基準で申告するか
まで突き詰める必要が出てくるかもし
れない点です。改正後買主取り壊しと
する場合は注意が必要です。 

一方、同じく 2024年以降の譲渡か
ら当該特例適用対象者が 3人以上
いる場合の控除額が各 2000万と
縮小されます。当該特例は譲渡対価
が 1 億円以下という制限がありますの
で、今までは 3 ⼈で 9000 万控除、
4 ⼈以上で最大 1 億円控除でした
が、今後は 3 ⼈で 6000 万控除、4
⼈で 8000 万控除、5 ⼈以上で最
大 1 億円控除となります。したがって、
適用者が 3or4 人の場合は増税と
なりますので、改正前である 2023
年までの譲渡を検討しましょう。         
なお、改正後は「空き家 3000 万控
除」とは呼べなくなってしまうかもしれま
せんので別の名称を熟慮中です(笑) 

今月のコメント 
皆様、本年も宜しくお願い致します。 

我々の業界は年末から繁忙期が始まりま
す。まずは年末調整、同時に 12 月中旬
に税制改正大綱が発表され改正がらみの
仕事、年明けに法定調書、償却資産税
申告を進めているとあっという間に確定申
告が始まります。ですので、夏季休暇と異
なり年末年始もあまり⻑い日数は取れませ
ん（取るとその分しわ寄せが来るだけです
から休む気になりません）。 

という訳で年明けから早速業務に追われる
日々が始まっていますが、今年は娘も受験
ですので家族で慌ただしい日々を送ってい
ます。娘の受験は 2 月初旬で結果はどう
であれとりあえず終わりますのでそこからは
少し落ち着くでしょうか。このようなご時世で
すのでとりあえず 1 か月後娘が無事に受
験を迎えられることを祈っています。 
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